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契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要
（変更した内容について
  記述する）

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 35,640,000
円（税込）

変 更 金 額 8,591,000
円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 44,231,000
円（税込）

変 更 理 由

（第１回）契約変更の内容

令和6年9月27日

日本工営株式会社　東京支店

東京都千代田区麹町五丁目４番地

Ｒ５関東管内無線アクセススポット整備検討業務

関東地方整備局管内

土木関係建設コンサルタント業務

１．無線アクセススポット整備検討
　　・無線アクセススポットへのアクセシビリティ検討　１式
２．無線LANｼｽﾃﾑ予備設計
    ・現地調査（ＤＦＳ調査）　　　　　　　　　　　　１式
　　・現地調査（ＩＰアドレス調査）　　　　　　　　　１式
　　・現地踏査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　　・無線LAN設備設計　　　　　　　　　　　　　　　 １式
　　・現地調査　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 １式

令和6年3月26日

令和7年2月28日

１．無線アクセススポットへのアクセシビリティ検討
　　今回、想定利用者が無線アクセススポットへ容易にアクセスできるよう、無線
アクセススポットの位置が分かるマークの立案及び想定利用者への利用案内（アク
セススポット地図を含む）の作成を行うこととしたため、無線アクセススポットへ
のアクセシビリティ検討を追加する。

２．現地調査（ＤＦＳ調査）
　　設計条件の確認おいて、東京国道管内の空港レーダ等及び無線アクセススポッ
トが同じ周波数帯を使用する恐れがあることが分かり、現場調査にてＤＦＳ機能が
動作するか確認することとなったため、現地調査（ＤＦＳ調査）を追加する。

３．現地調査（ＩＰアドレス調査）
　　無線アクセススポットにおいて、アクセスする端末等へ払い出されるＩＰアド
レスをＤＨＣＰサーバに予め設定しておくため、所要のアドレス空間の調査が必要
であることから、現地調査（ＩＰアドレス調査）を追加する。

４．現地精査
　　現地精査の結果、現地踏査、無線LAN設備設計及び現地調査においては、数量
精算（減）を行う。

５．履行期間は、無線アクセススポット整備検討及び無線LANシステム予備設計の
増工により120 日間延長し、令和７年２月28日までとする。


